
 

西海市農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦及び募集実施要領 

 

 

 西海市及び西海市農業委員会では、農業委員会等に関する法律に基づき、現農業委員及び現農地

利用最適化推進委員の令和 5年 7月 19日での任期満了に伴う、次期農業委員及び次期農地利用最適

化推進委員の推薦及び募集を行います。 

農業委員及び農地利用最適化推進委員の候補者となる推薦及び募集手続き等について、下記の要

領により実施します。 

 

記 

１． 業務内容 

１）農業委員 

身  分 地方公務員法第３条第３項１号に規定する特別職の非常勤職員 

職務内容 

・農地の権利移動や転用等に係る調査及び許認可審議（毎月１回の定例会出席） 

・農地利用の最適化（担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解 

消、新規参入の促進等）に係る現地調査及び指導業務 

・地域計画の策定・変更に関する業務 

・その他農業に関する調査及び情報提供並びに研修会等への参加 

報  酬 

会長 基本給 年額３４８，０００円 

   能率給 予算の範囲内で市長が定める額 

委員 基本給 年額２８８，０００円 

   能率給 予算の範囲内で市長が定める額 

（「西海市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づ

き支給） 

 

 ２）農地利用最適化推進委員 

身  分 地方公務員法第３条第３項２号に規定する特別職の非常勤職員 

職務内容 

・担当区域内の農地利用の最適化（担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発

生防止・解消、新規参入の促進等）に係る現地調査及び利用関係者への調整と業

務推進 

・地域計画の策定・変更に関する業務 

・農地利用最適化に係る研修会等への参加 

報  酬 

推進委員 基本給 年額２５２，０００円 

     能率給 予算の範囲内で市長が定める額 

（「西海市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」に基づ

き支給） 

 



 

２．任用期間 

 １）農業委員         ３年（令和５年７月２０日～令和８年７月１９日） 

 ２）農地利用最適化推進委員  ３年（委嘱された日～令和８年７月１９日） 

 

３．推薦を受ける者及び応募する者の資格要件 

   農業委員及び農地利用最適化推進委員は、それぞれ次の１）農業委員及び２）農地利用最適

化推進委員に掲げる者であって、且つ、３）共通条件事項の要件のいずれにも該当する者であ

ること。なお、４）欠格事項のいずれかに該当する者は、農業委員及び農地利用最適化推進委

員となることはできない。 

 

１） 農業委員 

    農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会

の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者 

２） 農地利用最適化推進委員 

   農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者 

３） 共通条件事項（農業委員及び農地利用最適化推進委員） 

・市が設置する他の付属機関等の委員は兼務が禁止されていない者 

・市の職員でない者 

４） 欠格条項（農業委員及び農地利用最適化推進委員） 

   ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

    ・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる

までの者 

    ・西海市暴力団排除条例（平成 24年西海市条例第 20号）第２条第２号に規定する暴力団

員又は同条第１号に規定する暴力団若しくは同条第２号に規定する暴力団員と密接な関

係を有する者 

 

４．推薦及び募集を行う人数 

 １）農業委員          １９名 

   ※団体等からの推薦及び応募者の中から、認定農業者等を過半数、利害関係のない者１人以

上、女性や青年を配慮して選任します。 

 

 ２）農地利用最適化推進委員   ３０名 

○農地利用最適化推進委員が担当する地区割り表 

注：推薦及び応募において、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方の候補者となるこ

とはできるが、農業委員と農地利用最適化推進委員を兼任することはできない。 

 

 

 



 

 № 担当区域名 定数 区域内の主たる大字名 

１ 西彼町第１区 ２ 伊ノ浦郷、小迎郷、八木原郷 

２ 西彼町第２区 ２ 大串郷、平山郷、鳥加郷 

３ 西彼町第３区 ２ 白崎郷、下岳郷、上岳郷、喰場郷 

４ 西彼町第４区 ２ 平原郷、白似田郷、風早郷 

５ 西彼町第５区 ２ 亀浦郷、宮浦郷、中山郷 

６ 西海町第１区 １ 木場郷、丹納郷 

７ 西海町第２区 ３ 太田原郷、川内郷、水浦郷 

８ 西海町第３区 ２ 横瀬郷 

９ 西海町第４区 ２ 面高郷、天久保郷、黒口郷 

１０ 西海町第５区 １ 太田和郷 

１１ 西海町第６区 ３ 中浦北郷、中浦南郷、七釜郷 

１２ 大島町・崎戸町 １ 大島町、蠣浦郷、本郷、江島、平島 

１３ 大瀬戸町第１区 ２ 多以良内郷、多以良外郷 

１４ 大瀬戸町第２区 ２ 
瀬戸下山郷、瀬戸羽出川郷、瀬戸東濱郷、瀬戸西

濱郷、瀬戸樫浦郷、瀬戸板浦郷、瀬戸福島郷 

１５ 大瀬戸町第３区 ３ 

松島内郷、松島外郷、雪浦小松郷、雪浦下郷、雪

浦下釜郷、雪浦上郷、雪浦河通郷、雪浦奥浦郷、

雪浦幸物郷、雪浦久良木郷 

 

５．推薦及び募集を行う期間 

  令和５年２月２１日（火）から令和５年３月２０日（月）まで 

 

６．推薦及び募集に係る手続 

 １）推薦による手続 

  ①農業者等からの推薦にあたっては、当該農業者等の代表が文書をもって推薦するものとする。 

  ②農業者が組織する団体等からの推薦にあたっては、当該団体及び組織の代表者の文書をもっ

て推薦するものとする。 



 

  ③推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。 

   ・推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別 

   ・推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、

構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項 

   ・推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 

   ・推薦の理由 

   ・推薦をする者が、推薦を受ける者について、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方

に推薦しているか否かの別 

   ・農業委員の推薦にあっては、推薦を受ける者が認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者

に該当するか否かの別（注：農業委員のみ記載） 

   ・農地利用最適化推進委員の推薦にあっては、４．２）で示す農地利用最適化推進委員が担

当する地区割表において推薦する地区名（注：農地利用最適化推進委員のみ記載） 

  ④推薦をする者の代表者及び団体等は、各委員にかかる上記の必要事項を記載した上で、西海

市農業委会の委員の選任に関する規則又は西海市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選

任に関する規則に定める様式により、農業委員にあっては西海市長宛に、農地利用最適化推

進委員にあっては農業委員会宛に提出するものとする。 

 

 ２）応募による手続 

  ①一般募集に応募するものは、次の事項を記載するものとする。 

   ・応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 

   ・応募の理由 

   ・応募する者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別 

   ・農業委員の応募にあっては、応募する者が認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者に該

当するか否かの別（注：農業委員のみ記載） 

   ・農地利用最適化推進委員の応募にあっては、４．２）で示す農地利用最適化推進委員が担

当する地区割表において応募する地区名（注：農地利用最適化推進委員のみ記載） 

②応募する者は、各委員にかかる上記の必要事項を記載した上で、西海市農業委会の委員の選

任に関する規則又は西海市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則に定め

る様式により、農業委員にあっては西海市長宛に、農地利用最適化推進委員にあっては農業

委員会宛に提出するものとする。 

 

７．推薦及び募集にかかる書類の提出 

 推薦をする者の代表者及び団体等並びに一般募集に応募する者は「推薦及び応募に係る手続」

による必要事項を記載したうえで、指定した文書に関係書類を添えて、市役所に提出するもの

とする。 

 １）提出方法 

   書類は封入のうえ、郵送又は持参により提出する。 

  なお、郵送による提出は、募集期限までに市役所に必着するものとする。 



 

 ２）提出場所及び問い合わせ先 

  〒８５７－２３０２ 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２２７８番地２ 

  西海市農業委員会事務局（第３別館） 

   ０９５９－３７－００８０（直通） 

 

８．推薦及び募集状況の公表 

   推薦及び応募の状況及び結果について、市ホームページ等で、提出のあった推薦及び応募に 

  係る書類をもとに次のとおり公表する。 

 １）推薦及び募集状況の公表 

   ・中間報告  令和５年３月１０日 

   ・最終報告  令和５年３月３１日 

 ２）公表する事項 

   ・推薦をする者の住所又は推薦をする法人・団体等の所在地以外の規定された事項 

   ・推薦を受けた者及び応募した者の住所以外の規定された事項 

   ・推薦を受けた者の数及び応募した者のうち認定農業者等の数 

 

９．選考方法 

 １）農業委員 

    西海市農業委員候補者評価委員会を開催し、提出された書類をもとに選考する。なお、必 

   要に応じて、面接や関係者からの意見聴取等を行う場合がある。 

    結果については、令和５年６月定例市議会の選任同意を得たのち、市ホームページ等によ

り公表する。なお、候補者評価委員会による結果の通知文書等は行わない。 

 ２）農地利用最適化推進委員 

    農業委員会の総会において、提出された書類をもとに選考する。なお、必要に応じて西海 

   市農業委員候補者評価委員会へ意見を求めることがある。また、必要に応じて面接や関係者 

   からの意見聴取等を行う場合がある。 

    結果については、新たな農業委員による総会での決定によることから、その後に市ホーム 

   ページ等により公表する。 

 

１０．その他の注意事項 

 １）提出された書類は理由の如何にかかわらず返却しない。 

 ２）推薦届出書及び応募届書の提出は、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の候補者と 

   なるためのもので、委員及び推進委員となることが決定されたものではない。 

 ３）推薦及び応募等に関する経費は、関係当事者の自己負担とする。 

 ４）推薦及び応募等に係る様式は、西海市農業委員会に備え付けるほか、下記の市ホームページ 

   からダウンロードして入手すること。 

 

【西海市公式ホームページ】 http://www.city.saikai.nagasaki.jp/ 

http://www.city.saikai.nagasaki.jp/

